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告 示

〇有害興行の指定について （道民活動文化振興課）…………………………………………
〇土地改良区の役員の退任の届出 （農業支援課）……………………………………………
〇土地改良区の定款の変更の認可 （農業支援課）……………………………………………
〇農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定 （治山課）…………………………
〇道路の供用の開始 （道路課）…………………………………………………………………

道警察本部告示

〇交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区の一部改正……………………

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、深川土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

平成 理 事 藤 井 浩 一 雨竜郡妹背牛町字大鳳 番地の１

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成 秩父別土地改良区
同 新篠津土地改良区

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年 月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 夕張市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 ダム用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び夕張市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道釧路土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 根室半島線 根室市友知 番１地先から根室市友知 番１地先まで 平成

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区（昭和 年北海道警察本部告示第

興行の
種 別

興 行 の 題 名 制作会社又は
配 給 会 社

指定の
範 囲

指 定 の 理 由

映 画 ダブルレズ 美人教師と尼寺の女 新日本映

全 部

著しく粗 性を助長し、性的
感情を刺激し、又は道義心を
傷つけるもの等であって、青
少年の健全な育成を害するお
それがあると認められるため

同 フィレーネのキライなこと アートポート
同 新日本映 ニュース

（ダブルレズ 美人教師と尼寺の女）
新日本映
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号）の一部を次のように改正し、平成 年 月 日から施行する。
平成 年 月 日

北海道警察本部長 口 建 史

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

別表釧路方面帯広警察署の項中
「

」
を
「

」
に改める。十勝川

温 泉十勝川


